
公立大学法人山梨県立大学教育本部規程 
（平成２２年４月１日制定 法人第２３０１号）  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学基本規則第１６条第２項の規定に基

づき、公立大学法人山梨県立大学教育本部（以下「本部」という。）に関し必要な事

項を定める。  

（目的）  

第２条 本部は、次の各号に掲げる事項について検討し、実施する。  

(１) 学生及び学生団体の指導に関すること 

(２) 学生生活の支援に関すること 

(３) 学生の表彰、懲罰に関すること 

(４) 奨学金に関すること 

(５) その他の学生厚生に関すること 

（組織）  

第３条 本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。  

(１) 理事長が指名する理事 

(２) 学部長・研究科長 

(３) 学生厚生委員会委員長 

(４) 学務課長 

(５) 池田事務室長 

(６) 本部長が指名した者  

（本部長及び副本部長）  

第４条 本部に、本部長及び副本部長を置く。  

２ 本部長は前条第１号の者を、副本部長は前条第３号の者をもって充てる。  

３ 本部長は、教育本部の会議を招集し、その議長となる。  

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。  

（会議）  

第５条 本部の会議は、教育本部構成員の過半数の出席をもって成立する。  

（議事）  

第６条 本部の会議の議事は、出席者（議長を除く。）の過半数をもって決し、可否同

数のときは議長の決するところによる。  

（意見の聴聞）  

第７条 議長が必要と認めるときは、本部の会議に本部構成員以外の者の出席を求め、

意見を聴くことができる。  

（委員会）  

第８条 本部の円滑な運営を図るため、学生厚生委員会を置く。  

２ 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。  

（事務）  

第９条 本部の事務は、学務課において処理する。  

（委任）  

第１０条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。  

 

附 則  

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。  

 

 附 則  

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

  附 則  



この規定は、令和６年４月１日から施行する。  


